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令和 6年度 第 1回 松山市子ども・子育て会議 

教育・保育部会 会議録 

 

１．日時 

令和 6年 5月 27日(月) 14:50～15:30 

 

２．場所 

松山市青少年センター3階 大ホール 

 

３．当日の出席者等 

（１）出席委員（10人） 

稲田 直行，宇津見 亮子，香川 実恵子，小助川 元太，中川 惠津子，二宮 一朗，濱田 由紀， 

村上 出，森 公夫，吉野 亜祐美（五十音順、敬称略） 

（２）事務局 

保育・幼稚園課，教育支援センター 

 

４．傍聴の可否 

可（傍聴者 0人） 

 

５．会議次第 

（１）開会 

（２）委員及び事務局職員紹介 

（３）報告事項 

①「第 2期松山市子ども・子育て支援事業計画」の令和 5年度実施状況について 

・第 4章「施策の展開」部分 

・第 5章「地域子ども・子育て支援事業等」部分 

（４）その他 連絡事項等 

（５）閉会 

 

６．配布資料 

・次第 

・委員名簿 

・配席図 

・資料１ 「第 2 期松山市子ども・子育て支援事業計画」の令和 5 年度実施状況について 

第 4 章「施策の展開」部分 

・資料２ 「第 2 期松山市子ども・子育て支援事業計画」の令和 5 年度実施状況について 

第 5 章「地域子ども・子育て支援事業等」部分 
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会議録 

１．開会 

・事務局 A 

それでは、定刻となりましたので、始めさせていただきたいと思います。 

私は、当会議の事務局を務めております、松山市保育・幼稚園課の青山でございます。よろしくお願

いいたします。 

 

委員の皆様におかれましては、先ほどの全体会に引き続き、大変お忙しいところご出席いただきまし

て誠にありがとうございます。 

まずは、お手元にお配りしている資料の確認をさせていただきます。 

 

～配付資料一覧により、資料番号 確認～ 

 

資料が足りない方がいらっしゃいましたら、挙手をお願いします。 

 

まずはじめに、お断りとご報告をさせていただきます。 

本日の会議は、本市の規定により、先ほどの全体会同様、その全部を公開することとし、議事の記録

は、その要旨を、松山市のホームページに掲載し、市民の皆様等へ情報提供をさせていただくこととし

ておりますので、御承知おきください。 

なお、議事録作成のため、会場内に録音機を配置し、発言を録音させていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

 

・事務局 A 

それでは、ただ今から、令和 6 年度 第 1 回 松山市子ども・子育て会議 教育・保育部会を開会さ

せていただきます。 

本日の部会につきましては、委員総数 10 名のうち、10 名のご出席をいただいており、過半数に達し

ておりますので、松山市子ども・子育て会議条例第 8 条第 4 項の規定により準用する第 6 条第 2 項の規

定により、本会議が成立しておりますことを、ご報告させていただきます。 

本来であれば、部会長に進行をお願いするところですが、本日は、今年度初めての部会で委員改選直

後であることから、僭越ではございますが、次第 2 の「委員及び事務局職員紹介」までの間、引き続き、

進行役を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

２．委員及び事務局職員紹介 

・事務局 A 

それでは、次第 2「委員及び事務局職員紹介」に移ります。 

お手元の部会委員名簿の順に、本部会委員の皆様のご紹介をさせていただきます。 

・稲田 直行 委員 ・宇津美 亮子 委員 

・香川 実恵子 委員 ・小助川 元太 委員 

・中川 惠津子 委員 ・二宮 一朗 委員 

・濱田 由紀 委員 ・村上 出 委員 

・森 公夫 委員 ・吉野 亜祐美 委員 

以上の 10 名となります。 

 

昨年度から在任の委員の皆さまにはご承知のことでございますが、当部会では、主に 3 つの事項を審

議することになります。 

1 つ目が「松山市子ども・子育て支援事業計画」の検討及び見直し、2 つ目が同計画の点検及び評価、
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3 つ目が子ども・子育て支援新制度での利用定員の設定です。皆さまの忌憚のないご意見を頂戴できれ

ばと考えておりますので、何卒よろしくお願いいたします。 

 

・事務局 A 

続きまして、事務局職員の紹介をさせていただきます。 

保育・幼稚園課 課長の奥村でございます。 

同じく保育・幼稚園課 専任課長の吉本でございます。 

その他、保育・幼稚園課、教育支援センターの職員一同でございます。 

 

・事務局 A 

それでは、松山市子ども・子育て会議条例第 8 条第 4 項の規定により準用する第 6 条第 1 項の規定に

より、これより先は、小助川部会長に進行をお願いいたします。 

小助川部会長、よろしくお願いいたします。 

 

３．報告事項 

・部会長 

みなさま、こんにちは。今年度も引き続き部会長を務めます小助川でございます。今年度は「第 3 期

松山市子ども・子育て支援事業計画」の策定も予定されておりますので、松山市の教育・保育や子育て

支援の充実に向けて、皆さまのご意見を伺いながら、円滑で実りのある会を運営していきたいと思いま

すので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

さて、本日の議題は、次第 3 にありますように、松山市子ども・子育て支援事業計画の点検・評価を

行うにあたっての、令和 5 年度実施状況の報告でございます。 

時間も限られていることですから、ご意見を頂戴しながらも、スムーズに進行できるようご協力をお

願いします。 

 

それでは、3．報告事項（1）「第 2 期松山市子ども・子育て支援事業計画」の令和 5 年度実施状況に

ついてです。 

まずは、①第 4 章「施策の展開」部分について、事務局から説明をお願いします。 

 

～事務局から資料 1「第 2 期松山市子ども・子育て支援事業計画」の令和 5 年度実施状況について 

第 4 章「施策の展開」部分の説明～ 

 

・部会長 

事務局の説明は終わりました。 

第 4 章部分は、約 200 の事業を列挙している部分で、全体会で説明があったように、当部会所管の事

業の実施状況を確認するようになります。資料表中の実施状況欄で「進捗管理表」と書かれている項目

は、この後、第 5 章のところで詳細な数字等、説明があるかと思いますので、それ以外の項目で、事務

局の報告について、何かご質問などがありましたらどうぞ。 

 

～委員から意見なし～ 

 

・部会長 

では、続いて第 5 章「地域子ども・子育て支援事業等」部分です。事務局から説明をお願いします。 

 

～事務局から資料 2「第 2 期松山市子ども・子育て支援事業計画」の令和 5 年度実施状況について 

第 5 章「地域子ども・子育て支援事業等」部分の説明～ 
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・部会長 

事務局の説明は終わりました。 

この第 5 章部分が、実際に各委員の皆さまに評価をしていただくようになります。全体会で説明のあ

ったように、各委員の評価の平均点の四捨五入したものが本部会そして子ども・子育て会議としての評

価となります。 

この評価表には、事務局があらかじめ自己評価を入れていますので、その自己評価も参考にしながら、

各委員の皆さまが持ち帰って、6 段階で評価を付けていただければと思います。繰り返しになりますが、

本日この部会で数字を 1 つずつ決めていくというものではなく、各委員が持ち帰り、評価したのちにご

提出いただき、集計後に評価を決定いたしますので、ご留意ください。 

また、評価の提出方法などについては、このあとの連絡事項で事務局から改めて説明があるようです

ので、それらの事務的な作業以外で、事務局の実施状況の報告について、何かご質問などがありました

らどうぞ。 

 

・委員 A 

全般的な今後の、次年度以降の意見と感想として、評価がかなり量的なものに偏っていると思われま

す。委員の声を広く拾って評価するような方法もあるのではないでしょうか。 

また、例えば、14 ページからの延長保育について、希望されているこども全員の受け入れが可能なよ

うであり、事業は非常に満足できる状態であると思われます。しかし、16 ページを確認すると、西部の

量の見込みが毎年減少しているが、実績値、ニーズ的には年々上がっていると思われます。北西部も同

様で 1 年目から 4 年目までの実績の数値から、量的な見込みについて上げる必要があるのではないでし

ょうか。計画の算定、計算方法を精査すると実態に即した数値になるのではないでしょうか。北西部は

実際と乖離した状況になっているのではないかと思います。 

次回以降、過去の実績を丁寧に計算に入れていただきたいと思います。 

 

・部会長 

事務局から何かございますか。 

 

・事務局 B 

委員が言われたように、事業について量的なもののほか、質的なものも評価できるような形とし、延

長保育に関しても数字の見直しを図っていきます。それを基に第 3 期支援計画の素案として検討いたし

ます。 

 

・委員 B 

内容についてではないですが、18 ページの一時預かり事業の説明について、在園児型 I と幼稚園型Ⅱ

などの部分が文字化けしているようです。 

 

・事務局 C 

大変失礼いたしました。全員の資料がそのようになっていると思われます。説明の最初の部分と記号

部分が合わさって見えていると推測いたします。 

幼稚園型 I の部分は「主として」、II の部分は「保育の必要性」、それ以外の「～として」は「主とし

て」と読んでいただければと思います。 

 

・部会長 

以上で、本日の議事はすべて終了いたしました。これまでを通して、改めて質問等はございませんか。 

 

～委員から質問なし～ 
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・部会長 

議事は以上でございますが、続いて「連絡事項等」について、事務局から説明をお願いします。 

 

 

３．その他（連絡事項） 

・事務局 C 

～事務局から、連絡事項を説明～ 

 

・部会長 

それでは、以上をもちまして、本日の全ての審議を終了とします。事務局にお返しします。 

 

５．閉会 

・事務局 A 

小助川部会長、ありがとうございました。 

それでは、以上をもちまして、「令和 6 年度第 1 回松山市子ども・子育て会議 教育・保育部会」を

閉会いたします。 

委員の皆様におかれましては、全体会からの長時間に渡る審議にも関わらず、円滑な議事の進行にご

協力を賜りまして、誠にありがとうございました。 

お気をつけてお帰りください。 

 

（了） 


